
■グレーチング等のスノコ状の床は、通常の床と同様に扱う。

　バルコニーの床面を、グレーチング等のスノコ状で建築したものは、法第2条第一号に定める、
「屋根に類する構造」とする。

　建築面積の算定等において、通常の床と同様に扱う。
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